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の
法
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想

　
目
　
法
家
の
法
実
証
主
義

　
穂
積
陳
重
は
、
「
礼
と
法
と
の
関
係
」
の
中
で
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ

て
い
る
。
西
洋
に
お
い
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
以
来
、
道
徳
と
法
と
は
互
い
に
関
係

を
保
ち
な
が
ら
進
ん
で
き
た
の
で
、
法
学
の
発
達
を
見
た
。
こ
れ
に
対
し
、
中

国
で
は
儒
家
と
法
家
が
激
し
く
対
立
し
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
道
徳
と

法
が
別
の
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
た
め
、
法
学
の
発
達
を
見
な
か
っ

↑
〕た

、
と
。
ま
た
、
小
野
清
一
郎
は
、
中
国
で
は
確
か
に
儒
家
思
想
と
法
家
思
想

は
相
対
立
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
現
実
の
制
度
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
唐
律
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
、
儒
家
思
想
と
法
家
思
想
は
調
和
し
て
い
た
、



し
か
し
、
唐
律
以
後
清
律
に
至
る
ま
で
、
中
国
の
刑
法
は
殆
ど
進
歩
し
て
こ
な

か
っ
た
、
「
こ
れ
こ
そ
は
今
日
我
々
が
近
世
の
西
洋
に
発
達
し
た
刑
法
を
継
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
一

し
て
ゐ
る
所
以
に
外
な
ら
ぬ
」
、
と
小
野
は
言
う
。
こ
の
よ
う
な
穂
積
や
小
野

の
議
論
は
当
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
詳
し
く
は
最
後
の
と
こ
ろ
で
論
ず
る
こ
と
に

し
て
、
以
下
、
法
家
の
法
思
想
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ω
　
管
平

　
中
国
の
法
家
思
想
は
、
戦
国
時
代
末
期
の
韓
非
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
。
上

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
韓
非
は
、
萄
子
の
門
か
ら
出
た
思
想
家
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
あ
る
面
で
は
、
儒
家
思
想
と
法
家
思
想
と
が
次
元
を
異
に
す
る
全
く

相
容
れ
な
い
思
想
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
韓
非
以

後
、
儒
家
思
想
と
法
家
思
想
と
が
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
常
に
対
立
し

て
き
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
萄
子
が

孟
子
よ
り
も
は
る
か
に
法
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
こ
と
だ
が
、
そ

れ
で
も
萄
子
の
礼
治
主
義
は
儒
家
思
想
の
枠
内
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
韓

非
の
強
調
す
る
法
は
、
道
徳
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
し
か
も
支
配
者
が
命
令
し

た
あ
る
い
は
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
西
洋
の
法
律
用
語
を
使
え

ば
、
韓
非
の
法
思
想
は
、
法
実
証
主
義
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
韓

非
の
法
思
想
－
詳
し
く
は
、
後
に
述
べ
る
が
1
は
、
法
実
証
主
義
と
い
つ

て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
中
国
の
法
家
思
想
の
始
祖
と
い
わ
れ
る
管
仲
の
法

思
想
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
何
よ
り
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
管
仲
が
孔
子
よ
り
も
百
年
ほ

ど
前
の
思
想
家
で
あ
っ
て
、
中
国
の
思
想
史
で
は
最
初
期
の
思
想
家
だ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
当
然
な
が
ら
、
『
論
語
』
の
中
に
も
、
孔
子
の

管
仲
評
が
出
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
孔
子
は
、
管
仲
に
つ
い
て
、
評
価
す
べ

き
と
こ
ろ
で
は
評
価
し
、
非
難
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
非
難
す
る
と
い
う
態
度
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す

と
っ
て
い
る
。
例
え
ば
前
者
で
は
、
「
子
日
く
、
管
仲
桓
公
を
相
け
て
、
諾
侯

に
覇
た
ら
し
め
、
天
下
を
一
匡
す
。
民
今
に
到
る
ま
で
其
の
賜
を
受
く
。
管
仲

な微
か
り
せ
ば
、
吾
其
れ
髪
を
被
り
社
を
左
に
せ
ん
」
（
憲
問
第
十
四
）
、
が
そ
れ

で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
で
は
、
「
子
日
く
、
管
仲
の
器
は
小
な
る
哉
…
：
管
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
れ

に
し
て
礼
を
知
ら
ば
、
敦
か
礼
を
知
ら
ざ
ら
ん
」
（
八
借
第
三
）
、
が
挙
げ
ら
れ

よ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
孔
子
の
管
仲
に
対
す
る
評
価
は
、
肯
定
的
、
批
判
的

な
両
面
が
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
自
ら
の
思
想
と
対
立
す
る
も
の
だ
と
い
っ
た

評
価
は
下
し
て
い
な
い
。

　
中
国
の
思
想
史
は
、
大
き
く
い
っ
て
二
つ
の
対
立
軸
を
中
心
と
し
て
展
開
し

て
き
た
。
一
つ
は
、
自
然
主
義
と
作
為
主
義
の
対
立
で
、
前
者
の
代
表
が
道
家

思
想
で
、
儒
家
恩
想
と
法
家
思
想
は
後
者
に
含
ま
れ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
徳

（
礼
）
治
主
義
と
法
治
主
義
で
、
前
者
が
儒
家
思
想
、
後
者
が
法
家
思
想
の
立

場
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
諸
思
想
間
の
思
想
的
対
立
が
現
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
春
秋
時
代
末
期
か
ら
で
あ
っ
て
、
管
仲
が
生
き
て
い

た
時
代
は
も
と
よ
り
、
孔
子
の
時
代
に
も
そ
う
し
た
対
立
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
。
上
の
孔
子
の
管
仲
評
の
中
で
、
覇
業
に
対
し
孔
子
が
必
ず
し
も
批
判
的
な

こ
と
童
言
っ
て
い
な
い
の
は
そ
の
こ
と
を
証
す
る
一
つ
の
例
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
管
子
の
思
想
を
春
秋
時
代
末
期
以
後
の
法
家
の
思
想
か
ら
理
解
す
る
こ
と

は
管
子
の
思
想
を
歪
め
て
理
解
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

　
だ
が
こ
こ
に
一
つ
の
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
管
子
』
の
大
部
分

が
、
管
仲
白
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
な
く
、
管
仲
の
思
想
や
事
跡
を
敬



西洋の法と東洋の法（中〕巧

慕
す
る
後
の
時
代
の
学
徒
た
ち
に
よ
っ
て
、
書
き
継
が
れ
書
き
加
え
ら
れ
て
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
一

っ
た
書
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宋
の
朱
喜
一
も
、
『
管
子
』
は
戦
国
時
代
の

人
間
が
、
管
仲
時
代
の
行
事
や
言
葉
を
集
め
た
り
、
他
書
の
記
事
を
付
加
し
た

り
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
ま
た
、
章
学
誠
も
、
古
人
は
白

ら
著
述
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
、
『
管
子
』
は
す
べ
て
後

人
の
編
集
し
た
も
の
だ
と
論
じ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
朱
嘉
と
は
違
っ
て
、

古
人
は
事
を
離
れ
て
理
重
言
わ
な
か
っ
た
、
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
章
学
誠
の
考
え
を
受
け
継
ぎ
、
更
に
そ
れ
を
徹
底
し
、
『
管
子
」
の
す
べ
て

を
後
人
の
偽
書
と
し
た
の
が
羅
根
沢
で
あ
っ
た
。
だ
が
果
た
し
て
そ
こ
ま
で
言

い
切
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
羅
根
沢
の
『
管
子
探
原
』
（
一
九
三
一
年
）
が

出
る
六
十
数
年
前
に
、
安
井
息
軒
は
『
管
子
纂
詰
』
（
一
八
六
四
1
1
元
治
元
一

年
）
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
序
」
の
中
で
息
軒
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と

を
言
っ
て
い
る
。
「
謂
之
（
管
子
－
注
）
夷
吾
自
著
。
固
失
之
。
謂
之
後
人
偽

撰
。
亦
未
為
得
也
。
今
詳
考
全
部
。
蟹
言
九
篇
。
蓋
成
於
管
敬
仲
之
手
棄
。
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
一

尊
称
蟹
言
。
外
言
以
下
。
則
承
其
学
者
述
之
。
而
其
所
本
。
亦
各
不
同
」
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

か
し
「
蟹
言
」
に
属
す
る
立
政
篇
に
も
、
「
兵
を
寝
む
の
説
勝
て
ば
、
則
ち
険

阻
守
ら
れ
ず
。
兼
愛
の
説
勝
て
ば
、
則
ち
士
卒
戦
は
ず
。
全
生
の
説
勝
て
ば
、

則
ち
廉
恥
立
た
ず
。
：
：
：
」
、
と
い
っ
た
文
章
が
あ
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
、

宗
鉗
・
ヂ
文
、
墨
子
、
楊
朱
な
ど
の
説
を
列
挙
し
た
も
の
で
、
春
秋
時
代
末
期

以
後
の
思
想
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
経
言
」
九
篇
の
中
に
も
、
管
子
よ
り
後
の

時
代
の
記
述
が
あ
る
以
上
、
「
蟹
言
」
の
全
て
を
管
子
白
身
が
書
い
た
も
の
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
戦
国
時
代
か
ら
漢
代
に
か
け
て
様
々
な
書

物
に
引
用
さ
れ
て
い
る
管
子
の
言
葉
が
、
「
蟹
言
」
か
ら
の
も
の
が
多
い
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
『
史
記
』
「
管
曇
列
伝
二
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
太
史
公

日
く
、
吾
、
管
氏
の
牧
民
・
山
高
・
乗
馬
・
経
重
・
九
府
、
及
び
曇
子
春
秋
を

読
む
。
詳
ら
か
な
る
か
な
、
其
の
之
を
言
ふ
や
。
既
に
其
の
著
書
を
見
、
其
の

　
　
　
　
　
　
　
百
〕

行
事
を
観
ん
と
欲
す
」
。
こ
れ
は
、
司
馬
遷
が
「
蟹
言
」
に
属
す
牧
民
、
山
高

（
H
形
勢
）
、
乗
馬
な
ど
の
諾
篇
を
管
子
の
書
と
し
て
読
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
『
史
記
』
の
中
の
こ
う
し
た
記
述
も
、
無
下
に
無
視
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
れ
に
し
て
も
、
『
管
子
』
の
大
部
分
が
管
子

の
自
著
で
な
い
以
上
、
以
下
に
お
い
て
管
仲
の
思
想
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

『
管
子
』
の
思
想
と
解
し
て
戴
く
必
要
が
あ
る
。

　
次
に
、
管
子
を
法
家
思
想
家
と
理
解
し
て
よ
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
確

か
に
、
『
管
子
』
に
は
、
儒
家
的
、
法
家
的
、
道
家
的
、
兵
家
的
と
様
々
な
思

想
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
『
漢
書
芸
文
志
』
は
、
管
子
を
道
家
に
入
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
『
晴
書
経
籍
志
』
以
降
は
殆
ど
法
家
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
管
子
』
に
多
様
な
思
想
が
見
ら
れ
る
の
は
、
同
著
の
成
立
・

編
纂
過
程
が
長
期
に
わ
た
り
、
多
く
の
人
々
が
関
っ
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
同
時
に
、
管
仲
白
身
の
思
想
が
柔

軟
で
あ
っ
て
、
多
面
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
『
管
子
』
全
体
を
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
覇
道
を
中
心
と
し
た

政
治
経
済
政
策
で
あ
り
、
そ
の
政
策
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
法
の
重
要
性
を
説

い
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
管
仲
を
法
家
思
想
家
と
見
傲
し
て
も
強

ち
誤
り
と
は
い
え
な
い
。
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
管
子
の
法
思
想
が
商
鞍
や
韓

非
な
ど
の
そ
れ
と
異
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
商
軟
や
韓
非
は

明
ら
か
に
法
実
証
主
義
者
だ
が
、
管
仲
に
は
、
天
人
相
関
思
想
や
道
徳
と
切
り



叫

離
さ
れ
て
い
な
い
法
概
念
な
ど
が
あ
っ
て
、
言
い
得
る
な
ら
ば
、
管
子
の
法
思

想
に
は
白
然
法
的
思
想
の
側
面
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
洋
・
中

国
の
法
思
想
の
一
大
問
題
が
、
穂
積
陳
重
が
い
う
よ
う
に
、
道
徳
と
切
り
離
さ

れ
た
法
理
論
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
上
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
管
子
の
思
想
を
学

び
直
す
の
も
大
き
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
そ
こ
で
先
ず
、
管
子
の
天
人
相
関
思
想
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
既

に
上
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
管
伸
に
お
い
て

は
、
天
の
思
想
が
堅
固
に
存
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
天
の
思
想
は
、
人
問
社

会
の
在
り
方
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
『
管
子
』
の
有

名
な
冒
頭
部
分
（
「
経
言
一
」
の
「
牧
民
第
一
」
）
か
ら
も
十
分
窺
え
る
。
「
凡

　
　
　
　
　
　
や
し
な

そ
地
を
有
ち
民
を
牧
ふ
者
は
、
務
め
四
時
に
在
り
、
守
り
倉
虞
に
在
り
。
…
…

　
　
み

倉
度
実
つ
れ
ば
、
則
ち
礼
節
を
知
り
、
衣
食
足
れ
ば
、
則
ち
栄
辱
を
知
る
。

　
　
　
お
こ
な

上
、
度
を
服
へ
ば
、
則
ち
六
親
固
く
、
四
維
張
れ
ば
、
君
令
行
は
る
。
故
に
刑

を
省
く
の
要
は
、
文
巧
を
禁
ず
る
に
在
り
、
国
を
守
る
の
度
は
、
四
維
を
飾
す

に
在
り
」
。
こ
こ
に
は
、
「
法
」
と
い
う
語
は
出
て
い
な
い
が
、
度
（
H
法
制
）
、

令
、
刑
と
い
っ
た
法
と
関
わ
る
言
葉
が
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
維
は
、
礼
、

義
、
廉
、
知
、
の
四
つ
の
徳
、
つ
ま
り
遣
徳
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
蟹
言

六
」
の
「
七
法
第
六
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
天
地
の
気
、
寒
暑
の
和
、

水
土
の
性
に
根
し
て
、
人
民
鳥
獣
草
木
の
生
あ
り
。
物
、
甚
だ
し
く
は
多
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

ず
と
難
も
、
皆
均
し
く
焉
有
り
て
、
未
だ
嘗
て
変
ぜ
ざ
る
な
り
。
之
を
則
と
謂

ふ
。
・
…
：
尺
寸
な
り
、
縄
墨
な
り
、
規
矩
な
り
、
衡
石
な
り
、
斗
斜
な
り
、
角

量
な
り
、
之
を
法
と
謂
ふ
。
…
…
実
な
り
、
誠
な
り
、
厚
な
り
、
施
な
り
、
度

な
り
、
恕
な
り
。
之
を
心
術
と
謂
ふ
。
」
こ
こ
で
は
、
天
の
思
想
が
法
と
明
ら

か
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、
「
蟹
言
七
」
の
「
版
法
第
七
」
に
は
、
以
下

の
よ
う
に
あ
る
。
「
凡
そ
将
に
事
を
立
て
ん
と
す
れ
ば
、
彼
天
植
を
正
し
く
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
と
の

風
雨
違
ふ
な
く
、
遠
近
高
下
、
各
々
其
の
嗣
を
得
。
三
経
既
に
筋
ひ
て
、
君
乃

ち
国
を
有
つ
。
…
…
法
を
正
し
く
し
度
を
直
く
し
、
罪
殺
し
て
赦
さ
ず
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
た

植
固
く
し
て
動
か
ざ
れ
ば
、
衙
邪
乃
ち
恐
る
。
俺
革
ま
り
邪
化
す
れ
ば
、
令
往

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
っ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た

き
民
移
る
。
天
の
徳
を
合
す
る
に
法
り
、
地
の
親
し
み
無
き
に
象
ど
る
。
日
月

に
参
し
、
四
時
に
伍
す
。
〔
衆
を
〕
悦
ば
す
は
〔
愛
〕
施
に
在
り
、
衆
を
斉
ふ

る
は
私
を
廃
す
る
に
在
り
」
。
天
植
と
は
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た
公
平
無
私
の
心

の
意
。
三
経
と
は
、
天
植
、
風
雨
、
高
下
の
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
引
用
文
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
管
子
の
天
人
相
関
思
想
は
そ
の
法

思
想
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
。
第
二
の
例
で
い
え
ば
、
天
地
の
気
、
寒
暑

の
和
、
水
土
の
性
か
ら
、
則
、
法
、
心
術
な
ど
が
説
か
れ
て
い
る
。
則
に
つ
い

て
は
、
「
則
に
明
か
な
ら
ず
し
て
、
号
令
を
出
さ
ん
と
欲
す
る
は
、
猶
ほ
朝
夕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ご

を
運
均
の
上
に
立
て
、
竿
を
捨
か
し
て
其
の
末
を
定
め
ん
と
欲
す
る
が
ご
と
」

き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
儀
を
錯
き
制
を
画
す
る
に
、
則
を
知
ら
ざ
る
は
不
可

な
り
」
、
と
。
号
令
は
命
令
、
儀
は
礼
義
、
制
は
制
度
の
こ
と
で
あ
る
。
法
に

つ
い
て
は
、
「
法
に
明
か
な
ら
ず
し
て
、
民
を
治
め
衆
を
一
に
せ
ん
と
欲
す
る

は
、
猶
ほ
左
に
書
き
て
右
之
を
息
む
る
が
ご
と
」
き
も
の
だ
か
ら
、
「
民
を
治

め
衆
を
一
に
す
る
に
、
法
を
知
ら
ざ
る
は
不
可
な
り
」
、
と
。
「
左
に
書
き
て
右

之
を
息
む
る
」
と
は
、
事
の
成
り
立
た
な
い
警
瞼
で
あ
る
。
心
術
に
つ
い
て

は
、
「
心
術
に
明
ら
か
な
ら
ず
し
て
、
令
を
人
に
行
は
ん
と
欲
す
る
は
、
猶
ほ

　
　
そ
む

招
に
倍
き
て
必
ず
之
を
射
ん
と
す
る
が
ご
と
」
き
も
の
で
あ
れ
ば
、
「
令
を
布

き
て
行
を
必
す
る
に
、
心
術
を
知
ら
ざ
る
は
不
可
な
り
」
、
と
。
令
は
法
令
の



西洋の法と東洋の法（中）巧

こ
と
で
あ
る
。
「
招
に
倍
き
て
必
ず
之
を
射
ん
」
と
は
、
目
的
が
達
成
で
き
な

い
こ
と
の
警
瞼
で
あ
る
。

　
議
論
は
ま
だ
続
く
。
重
要
と
思
わ
れ
る
文
章
を
い
く
つ
か
拾
っ
て
み
よ
う
。

「
法
傷
る
れ
ば
、
則
ち
貨
、
上
流
す
。
教
へ
傷
る
れ
ば
、
則
ち
令
に
従
ふ
も
の

や
わ
ら

輯
が
ず
」
。
前
半
は
、
官
吏
が
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
法
が
破
ら
れ
る
な
ら
ば
、

賄
賂
が
横
行
し
て
、
財
貨
が
支
配
者
層
に
流
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
刑
法
審
か
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
盗
賊
勝
っ
」
。
実
に
容
易
に
理
解
で
き
る
文
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元

で
あ
る
。
「
重
宝
の
為
に
其
の
令
を
腐
か
ず
。
故
に
日
く
、
令
は
宝
よ
り
も
貴

し
、
と
。
：
…
人
を
愛
す
る
為
に
其
の
法
を
柾
げ
ず
。
故
に
日
く
、
法
は
人
よ

り
も
愛
す
、
と
。
」
後
半
は
、
国
民
よ
り
も
法
に
愛
情
を
注
ぐ
、
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
「
功
を
論
じ
労
を
計
る
に
、
未
だ
嘗
て
法
律
に
失
せ
ざ
る
な
り
」
。
君

主
白
身
が
正
し
い
道
を
説
き
道
理
に
適
っ
た
事
を
実
践
す
れ
ば
、
臣
下
の
功
績

を
論
評
し
、
そ
の
功
労
を
算
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
法
律
に
違
背
す
る
こ
と

は
な
く
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
一
体
の
治
有
り
、
故
に
能
く
号
令
を
出

し
、
憲
法
を
明
ら
か
に
す
」
。
「
一
体
の
治
有
り
」
と
は
、
君
臣
上
下
一
体
の
政

治
を
行
う
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る

「
憲
法
」
と
い
う
語
は
、
文
献
上
最
も
早
い
時
期
に
現
わ
れ
た
例
の
一
つ
だ
が
、

こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
憲
法
は
、
今
日
の
基
本
法
と
い
っ
た
意
味
の
も
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
一

な
く
、
一
般
に
い
わ
れ
る
法
律
と
同
じ
で
あ
る
。
『
管
子
纂
詰
』
に
は
、
「
縣
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
一

示
之
。
日
憲
。
憲
亦
法
也
」
と
注
し
て
あ
る
。
「
七
法
第
六
」
は
、
以
下
の
文

章
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
。
「
儀
法
を
制
し
、
号
令
を
出
し
、
響
応
せ
ざ
る
も

の
莫
し
。
然
る
後
に
以
て
民
を
治
め
衆
を
一
に
す
可
し
」
。

　
「
経
一
一
一
一
口
」
は
『
管
子
』
の
中
で
最
も
古
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
い
ま
少

し
法
に
つ
い
て
の
議
論
を
拾
っ
て
み
よ
う
。
「
権
修
第
三
」
に
は
次
の
よ
う
に

あ
る
。
「
民
の
御
す
可
き
を
欲
す
れ
ば
、
則
ち
法
は
重
ん
ぜ
ざ
る
可
か
ら
ず
。

…
…
法
は
、
将
に
民
力
を
用
ひ
ん
と
す
る
者
な
り
。
：
…
法
は
、
将
に
民
能
を

用
ひ
ん
と
す
る
者
な
り
。
…
…
法
は
、
将
に
民
の
死
命
を
用
ひ
ん
と
す
る
者
な

り
。
」
ま
た
、
「
幼
官
第
八
」
に
、
「
法
を
明
ら
か
に
し
数
を
審
か
に
し
、
常
を

立
て
能
を
備
ふ
れ
ば
、
則
ち
治
ま
る
」
、
「
法
立
ち
数
得
て
、
比
周
の
民
無
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
む

ば
、
則
ち
上
尊
く
し
て
下
卑
し
く
、
遠
近
乖
か
ず
」
、
と
あ
る
。
「
比
周
の
民
」

と
は
、
徒
党
を
組
む
民
衆
の
こ
と
で
あ
る
。
「
経
言
」
で
は
、
法
よ
り
も
概
念

的
に
限
定
的
な
令
が
重
視
さ
れ
多
用
さ
■
れ
て
い
る
の
で
、
令
に
つ
い
て
い
ま

一
、
二
拾
っ
て
お
く
。
「
牧
民
第
一
」
に
、
「
令
を
流
水
の
原
に
下
す
と
は
、

令
、
民
心
に
順
ふ
な
り
。
…
…
令
、
民
心
に
順
へ
ば
、
則
ち
威
行
は
」
る
、
と

あ
る
。
ま
た
、
「
立
政
第
四
」
に
、
「
令
の
謂
ふ
所
に
合
は
ざ
る
者
有
れ
ば
、
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ろ

利
有
り
と
難
も
、
則
ち
之
を
専
制
と
謂
ひ
、
罪
死
し
て
赦
さ
ず
」
、
と
あ
る
。

　
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
種
言
」
は
『
管
子
』
の
中
で
最
も
古
い

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
『
管
子
』
全
体
の
思
想
が
、
萌
芽
的
に
現

わ
れ
て
い
て
、
そ
の
萌
芽
的
な
思
想
が
「
経
言
」
以
外
の
と
こ
ろ
で
詳
細
且
つ

明
瞭
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
同
著
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
以
下
で
は

「
経
言
」
で
の
議
論
を
、
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
で
の
議
論
を
も
っ
て
、
よ
り
詳

し
く
よ
り
明
瞭
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
「
経
言
」
で
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
法
」
重
視
・
尊
重
の
思
想
で
あ

る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
儒
家
思
想
と
は
違
っ
て
い
る
。
儒
家
の
中
で
も
、
最
も

法
を
重
視
し
た
萄
子
よ
り
も
、
管
子
の
法
重
視
は
は
る
か
に
強
い
。
そ
の
法
重

視
の
思
想
を
最
も
明
瞭
に
表
現
し
て
い
る
の
は
、
「
法
は
、
父
母
な
り
」
（
「
法



北

法
第
十
六
」
）
、
「
法
は
、
天
下
の
至
道
な
り
」
（
「
任
法
第
四
十
五
」
一
と
い
っ
た

言
葉
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
令
に
つ
い
て
も
、
「
本
は
令
よ
り
も
要
な
る
は
な
し
」

（
「
重
令
第
十
五
」
）
と
か
、
「
令
は
宝
よ
り
も
重
」
（
「
法
法
第
十
六
」
）
し
、
と

い
つ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
前
文
の
「
本
」
は
、
「
治
民
の
本
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
法
と
令
と
の
関
係
は
、
法
が
礼
の
基
幹
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
両

者
と
も
重
視
さ
れ
る
。
「
法
法
第
十
六
」
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

る
。
「
法
を
法
と
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
事
、
常
母
し
。
法
、
法
な
ら
ざ
れ
ば
、
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か

ち
令
、
行
は
れ
ず
。
令
し
て
而
も
行
は
れ
ざ
る
は
、
則
ち
令
、
法
な
ら
ざ
れ
ば

な
り
」
。
そ
し
て
、
法
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
「
聖
人
は
能
く
法
を
生
ず
る
も
、

法
を
廃
し
て
国
を
治
む
る
こ
と
能
は
ず
。
故
に
明
智
高
行
有
り
と
難
も
、
法
に

倍
き
て
治
む
る
は
、
是
れ
規
矩
を
廃
し
て
方
園
を
正
す
な
り
」
、
と
あ
る
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お

た
、
令
に
つ
い
て
、
「
主
の
蔽
は
る
る
は
、
其
の
令
を
失
へ
ば
な
り
。
…
…
故

に
人
主
は
、
以
て
其
の
令
を
慎
ま
ざ
る
可
か
ら
ず
。
令
は
人
主
の
大
宝
な
り
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ぱ
か

と
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
法
を
毅
り
令
を
蘭
く
を
難
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
是
れ
民
を

愛
す
る
所
以
を
失
ふ
」
、
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
「
法
法
第
十
六
」
は
、
以
下

の
文
章
で
閉
じ
て
い
る
。
「
君
の
欲
の
為
に
其
の
令
を
変
ぜ
ず
。
：
：
：
令
は
君

よ
り
も
尊
し
。
…
…
民
を
愛
す
る
が
為
に
其
の
法
を
鱈
か
ず
。
法
は
民
よ
り
も

愛
す
」
。

　
次
に
、
管
仲
の
法
思
想
の
特
徴
は
、
法
が
道
徳
と
切
り
離
さ
れ
ず
に
、
法
と

道
徳
と
が
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
が
商
鞍
や
韓
非

な
ど
の
法
思
想
と
著
し
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
を
最
も
よ
く
表
現
し

て
い
る
の
は
、
「
法
は
礼
よ
り
出
」
（
「
枢
言
第
十
二
」
）
ず
、
で
あ
り
、
「
仁
義

礼
楽
は
、
皆
法
よ
り
出
づ
」
（
「
任
法
第
四
十
五
」
）
、
と
い
っ
た
文
句
で
あ
る
。

礼
は
、
「
信
を
質
に
し
て
以
て
譲
る
」
（
「
小
問
第
五
十
二
）
こ
と
で
あ
る
。
ま

　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ

た
、
「
仁
は
中
従
り
出
で
、
義
は
外
従
り
作
る
」
（
「
戒
第
二
十
六
」
）
、
と
い
わ

れ
る
。
孝
弟
が
仁
の
、
忠
信
が
義
の
、
そ
れ
ぞ
れ
中
心
的
徳
で
あ
ろ
う
か
、
そ

の
少
し
後
に
、
「
孝
弟
は
仁
の
祖
な
り
。
忠
信
は
交
は
り
の
度
な
り
」
、
と
い
う

文
章
が
出
て
い
る
。
礼
楽
に
つ
い
て
は
、
「
之
を
敬
す
る
に
礼
楽
を
以
て
し
、

　
　
　
　
　
　
ス
ク

以
て
其
の
淫
を
振
ふ
」
（
「
小
問
第
五
十
一
」
）
、
と
い
っ
た
文
章
が
見
出
せ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
礼
も
仁
や
義
も
、
ま
た
礼
楽
も
、
儒
家
思
想
に
い
わ
れ
る
も

の
と
殆
ど
異
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
「
法
は
礼
に
出
」
ず
、
は
萄
子
の
思

想
に
極
め
て
近
い
。
ま
た
、
「
法
は
礼
に
出
」
ず
の
前
に
、
「
人
の
相
憎
む
や
、

人
の
心
惇
な
れ
ば
な
り
」
、
と
い
う
文
章
が
あ
り
、
法
治
主
義
の
動
機
づ
け
、

そ
の
理
由
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
も
萄
子
の
礼
治
主
義
の
そ
れ
と
類
似

　
　
　
冨
一

し
て
い
る
。
そ
れ
で
、
管
子
の
思
想
が
儒
家
の
そ
れ
と
異
な
る
の
は
、
仁
義
礼

楽
と
い
っ
た
道
徳
が
法
か
ら
生
じ
た
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
が
、
「
先
聖
の
民
を
一
に
す
る
所
以
」
で
あ
る
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
管
仲
を

法
家
の
始
祖
と
さ
れ
る
理
由
が
あ
ろ
う
。
安
井
息
軒
は
、
そ
の
文
章
の
と
こ
ろ

を
、
「
法
不
立
。
仁
義
礼
楽
無
所
施
。
故
日
。
皆
出
於
法
。
蓋
戦
国
間
法
家
之

　
　
　
　
　
　
　
　
万
一

説
如
此
。
而
夷
吾
其
祖
也
。
」
、
と
評
し
て
い
る
。

　
で
は
何
故
、
「
仁
義
礼
楽
は
、
皆
法
よ
り
出
づ
」
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
秦
の
治
」
や
「
黄
帝
の
治
」
に
つ
い
て
の
理
解
か

ら
で
あ
ろ
う
。
儒
家
、
少
な
く
と
も
子
思
、
孟
子
以
降
の
儒
家
思
想
に
お
い
て

は
、
黄
帝
や
尭
帝
な
ど
は
、
仁
義
礼
智
と
い
っ
た
「
道
徳
」
に
よ
っ
て
統
治
し

た
の
で
、
理
想
的
な
国
家
と
な
っ
た
、
と
考
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
管
子

は
、
黄
帝
や
尭
帝
は
、
「
法
」
に
よ
っ
て
統
治
し
た
の
で
万
事
が
う
ま
く
い
っ
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た
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
「
仁
義
礼
楽
は
、
皆
法
よ
り
出
づ
」
の
前
に
は
、

次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。
「
桑
の
治
や
、
善
く
法
禁
の
令
を
明
ら
か
に
す
る

の
み
。
…
…
黄
帝
の
治
や
、
法
を
置
き
て
変
ぜ
ず
、
民
を
し
て
其
の
法
に
安
ん

ぜ
し
む
る
者
な
り
。
」
こ
の
文
章
の
後
に
、
「
仁
義
礼
楽
は
、
皆
法
よ
り
出
づ
。

此
れ
先
聖
の
民
を
一
に
す
る
所
以
の
者
な
り
」
、
と
続
く
。
そ
し
て
そ
の
後
、

『
周
書
』
か
ら
以
下
の
よ
う
な
文
章
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
「
〔
国
を
有
つ
者

は
、
〕
国
法
一
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
不
祥
な
り
。
民
、
法
に
道
ら
ざ
れ
ば
不
祥

な
り
。
…
…
群
臣
、
礼
義
教
訓
を
用
ひ
ざ
れ
ば
、
則
ち
不
祥
な
り
。
」

　
で
は
、
『
管
子
』
に
お
い
て
は
、
法
が
窮
極
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
実
は
、
上
に
引
い
た
「
法
は

礼
よ
り
出
」
ず
に
は
、
ま
だ
次
の
よ
う
な
文
が
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
礼

は
治
よ
り
出
づ
。
治
礼
は
道
な
り
」
、
と
。
治
は
政
治
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

文
章
を
続
け
て
解
釈
す
る
と
、
法
は
礼
か
ら
生
ま
れ
る
が
、
礼
は
政
治
か
ら
生

ず
る
も
の
で
、
礼
と
政
治
が
根
本
の
道
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
礼
や
治
が
道
と
さ
れ
、
法
が
道
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
に
法
が
道
と
結
び
付
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
は
外
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
心
術
上
第
一
二
十
六
」
に
は
、
「
事
は
法

　
た
だ

に
督
さ
れ
、
法
は
権
よ
り
出
で
、
権
は
道
よ
り
出
づ
」
、
と
あ
る
。
後
の
二
文

に
つ
い
て
、
『
管
子
纂
詰
』
で
は
、
「
法
者
権
軽
重
所
宜
而
制
之
也
」
、
「
不
本
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
〕

道
。
軽
重
不
可
得
而
権
也
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
権
は
色
々
な
解
釈
が
あ
る

よ
う
だ
が
、
何
れ
に
し
て
も
、
こ
の
文
章
は
、
結
論
と
し
て
、
道
か
ら
法
が
生

じ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
道
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
以

下
の
よ
う
に
極
め
て
道
家
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
即
ち
、
上
文
に
続
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
わ

次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
道
な
る
者
は
、
動
け
ど
も
其
の
形
を
見
さ
ず
、
施
せ
ど

も
其
の
徳
を
見
さ
ず
。
万
物
皆
以
て
然
る
を
得
れ
ど
も
、
其
の
極
を
知
る
莫

し
。
」
法
を
生
じ
せ
し
め
る
道
が
、
道
家
的
で
あ
る
こ
と
が
、
管
仲
の
法
思
想

を
よ
り
自
然
法
的
に
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
ま
た
、
法
が
道
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
「
憲
律
制
度
は
必

ず
遣
に
法
る
」
、
と
い
う
文
章
も
挙
げ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
章
に
出
て

い
る
法
は
「
の
っ
と
る
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
憲
律
は
法
と
略
々
同
じ
も
の
と

解
釈
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
法
制
度
は
必
ず
道
に
従
っ
て
作
ら
ね

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
に
な
り
、
こ
こ
で
も
、
法
が
道
と
関
連
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
更
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
同
文
章
の
少
し
後

に
、
「
道
法
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
「
明
主
、
上
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

在
り
、
道
法
国
に
行
は
る
る
と
き
は
、
民
皆
、
好
む
所
を
舎
て
て
、
悪
む
所
を

行
ふ
」
、
と
あ
る
。
ま
た
、
「
君
臣
上
第
三
十
」
に
は
、
二
箇
所
ほ
ど
「
道
法
」

と
い
う
用
語
が
見
ら
れ
る
。
善
や
徳
を
そ
れ
ぞ
れ
位
の
高
い
者
に
譲
る
こ
と
こ

　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
一

そ
、
「
道
法
の
従
り
て
来
た
る
所
に
し
て
、
是
れ
治
の
本
な
り
」
。
そ
し
て
そ
れ

よ
り
少
し
後
に
、
「
明
君
の
遣
法
を
重
ん
じ
て
、
其
の
国
を
軽
ん
ず
る
を
知
る

　
（
岨
一

な
り
」
、
と
あ
る
。
道
法
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
よ
い
か
、
恐
ら
く
多
く

の
議
論
が
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
遠
藤
哲
夫
の
訳
を
見
る
に
止
め
る
。
即

ち
、
遠
藤
は
、
「
法
法
第
十
六
」
の
「
道
法
」
は
、
「
道
理
に
か
な
っ
た
法
律

（
法
度
）
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
「
君
臣
上
第
三
十
」
に
出
て
い
る
二
つ
の
「
遣

法
」
に
つ
い
て
は
、
一
つ
を
、
「
道
徳
と
法
度
」
、
他
を
、
「
常
道
と
常
法
」
と

訳
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
遠
藤
訳
に
は
、
道
家
的
な
と
こ
ろ
は
余
り
感
じ

ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
『
管
子
』
の
中
の
「
道
法
」



州

が
特
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
三
年
に
、
馬
王
堆
自
巾
害
が

発
見
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
に
「
経
法
」
等
の
古
侠
書
が
含
ま
れ
、

「
経
法
」
の
初
め
に
「
道
は
法
を
生
ず
」
と
い
っ
た
文
章
が
出
て
い
て
、
『
管

子
』
の
言
葉
・
文
章
と
の
異
同
が
問
題
に
さ
れ
た
。
だ
が
、
管
仲
の
遣
を
余
り

に
も
道
家
思
想
と
結
び
っ
け
る
の
は
ど
う
か
と
恩
わ
れ
る
。
儒
家
、
道
家
、
そ

し
て
管
子
の
三
思
想
は
天
人
相
関
思
想
を
根
底
に
お
い
て
い
る
点
で
は
共
通
し

て
い
る
。
し
か
し
、
道
家
の
無
為
思
想
と
儒
家
の
道
徳
思
想
よ
り
も
、
道
家
思

想
と
管
子
の
法
思
想
と
の
距
り
の
方
が
明
ら
か
に
大
き
い
。
だ
が
、
上
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
『
管
子
』
の
中
に
道
家
的
思
想
が
多
々
見
ら
れ
る
こ
と
は
事
実

で
あ
り
、
そ
れ
が
、
管
仲
の
思
想
を
よ
り
自
然
法
的
に
し
て
い
る
こ
と
は
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
一

で
き
な
い
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
管
仲
の
法
思
想
は
、
法
と
道
徳
が
分
離
さ
れ
て
い
な
い
、

白
然
法
的
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
い
ま
一
つ
、
実
定
法
的
主
張
も
現
わ
れ
て
い

て
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
主
張
が
商
鞍
や
韓
非
に
継
承
さ
れ
て
、
儒
家
思

想
、
道
家
思
想
と
共
に
中
国
の
三
大
思
想
の
一
つ
法
家
思
想
を
形
成
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
安
井
息
軒
は
、
「
仁
義
礼
楽
は
、
皆
法
よ
り

出
づ
。
此
れ
先
聖
の
民
を
一
に
す
る
所
以
の
者
な
り
」
の
文
章
を
注
し
た
と
こ

ろ
で
、
だ
か
ら
管
仲
が
法
家
の
祖
と
い
わ
れ
て
よ
い
の
だ
、
と
書
い
て
い
る
。

上
の
文
章
は
二
つ
か
ら
成
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
特
に
後
半
の
「
此
れ
先
聖
の

民
を
一
に
す
る
所
以
の
者
な
り
」
こ
そ
、
法
実
証
主
義
思
想
を
現
わ
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
文
章
の
少
し
後
に
も
、
「
夫
れ
法
は
、
上
の
民
を
一
に
し
下
を

使
ふ
所
以
な
り
。
私
は
、
下
の
法
を
侵
し
、
主
を
乱
す
所
以
な
り
。
故
に
聖
君

は
、
儀
を
置
き
法
を
設
け
て
、
固
く
之
を
守
る
」
、
と
い
う
文
章
が
出
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
そ
の
少
し
後
に
、
「
夫
れ
法
を
生
ず
る
者
は
君
な
り
。
法
を
守
る

　
　
　
　
　
　
　
の
り
と

者
は
臣
な
り
。
法
に
法
る
者
は
民
な
り
」
、
と
い
う
文
章
が
見
ら
れ
る
。
以
上

の
二
、
三
の
文
章
か
ら
も
、
管
仲
の
法
思
想
に
法
実
証
主
義
的
傾
向
が
ハ
ッ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
一

リ
認
め
ら
れ
る
。
主
権
者
が
客
観
的
・
統
一
的
な
法
（
法
律
）
を
作
為
・
制
定

す
る
、
と
い
う
内
容
が
法
実
証
主
義
の
核
心
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
管
仲
の
法
実
証
主
義
的
傾
向
を
、
「
明
法
解
第
六
十
七
」
（
「
明
法
第
四
十
六
」

を
詳
し
く
解
説
し
た
篇
）
で
、
い
ま
少
し
見
て
み
よ
う
。
同
篇
の
初
め
の
方

に
、
「
明
法
は
、
上
の
民
を
一
に
し
、
下
を
使
ふ
所
以
な
り
」
、
と
あ
る
。
ま
た

そ
の
少
し
後
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
明
主
は
、
度
量
を
一
に
し
、
表
儀
を

立
て
て
、
堅
く
之
を
守
る
。
故
に
令
下
り
て
民
従
ふ
。
法
は
天
下
の
程
式
な

り
、
万
事
の
儀
表
な
り
。
」
何
故
、
客
観
的
・
統
一
的
な
法
に
依
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
私
意
や
私
情
を
却
け
、
「
公
正
」
を
期
す

た
め
で
あ
る
。
「
法
度
は
、
主
の
天
下
を
制
し
て
姦
邪
を
禁
ず
る
所
以
な
り
。

－
・
…
私
意
は
、
乱
を
生
じ
姦
を
長
じ
て
公
正
を
害
す
る
所
以
な
り
。
…
：
明
主

は
、
心
の
愛
す
る
所
と
難
も
、
而
も
功
無
き
者
は
賞
せ
ざ
る
な
り
。
心
の
憎
む

所
と
難
も
、
而
も
、
罪
無
き
者
は
罰
せ
ざ
る
な
り
。
・
…
：
明
主
の
国
を
治
む
る

や
、
其
の
当
宜
を
案
じ
其
の
正
理
を
行
ふ
。
」
「
当
宜
」
、
「
正
理
」
に
即
し
て
作

ら
れ
た
法
が
「
公
法
」
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
「
法
を
し
て
人
を
択
ば
し
め

て
、
白
ら
は
挙
げ
ざ
る
な
り
」
、
と
い
う
こ
と
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
。
何
故
、
法
は
君
主
一
人
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。
そ
れ
は
、
「
威
勢
」
、
即
ち
威
光
と
権
威
が
、
君
主
一
人
に
在
っ
て
は
じ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
帖
一

て
国
家
は
治
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
「
法
政
独
り
主
よ
り
出
づ
れ
ば
、
即
ち
天
下

服
聴
す
。
…
－
明
主
の
天
下
を
治
む
る
や
、
威
勢
独
り
主
に
在
り
て
、
臣
と
共
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に
せ
ず
。
」

　
同
篇
の
最
後
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
「
明
主
の
道
は
、
民
の
欲
す
る
所
を
立
て

て
、
以
て
其
の
功
を
求
む
。
…
…
民
の
悪
む
所
を
立
て
て
、
以
て
其
の
邪
を
禁

ず
。
」
と
言
っ
て
あ
る
。
だ
が
そ
の
次
の
段
で
は
、
調
子
が
非
道
く
変
わ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
い
ま
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

「
群
臣
を
制
し
生
殺
を
檀
に
す
る
は
、
主
の
分
な
り
。
令
を
縣
け
制
を
仰
ぐ

は
、
臣
の
分
な
り
。
…
…
令
行
は
れ
禁
止
む
は
主
の
分
な
り
。
法
を
奉
じ
て
聴

従
す
る
は
、
臣
の
分
な
り
。
故
に
君
臣
相
与
に
高
下
に
之
れ
処
る
や
、
天
の
地

と
の
如
き
な
り
。
」
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
『
管
子
』
の
法
実
証
主
義
的
傾
向
は
、

『
商
子
』
や
『
韓
非
子
」
の
法
思
想
と
殆
ど
重
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
次

に
、
商
軟
と
韓
非
の
法
思
想
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ω
商
子
と
韓
非
子

　
『
管
子
』
が
管
伸
の
著
書
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
『
商
子
」
も
商

軟
の
著
書
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
管
子
の
場
合
と
同
じ
く
、
以

下
、
商
鞍
と
い
う
名
前
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
思
想
も
、
『
商
子
」
に
お
け
る
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乖
一

想
で
あ
る
と
理
解
し
て
戴
き
た
い
。

　
中
国
の
法
家
思
想
は
、
商
鞍
に
至
っ
て
大
き
く
変
る
。
管
子
に
見
ら
れ
た
自

然
法
的
傾
向
が
消
え
、
法
と
道
徳
と
が
切
り
離
さ
れ
、
法
実
証
主
義
へ
と
突
き

進
ん
で
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
出
発
点
に
し
て
根
底
に
あ
っ
た
の
が
変
法
思
想

だ
っ
た
。
『
史
記
』
の
「
商
君
列
伝
第
八
」
に
も
、
変
法
思
想
が
商
鞍
の
思
想

の
核
心
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
同
思
想
を
表
現
す
る
商
鞍
の
言
葉
が
引
用
さ
れ

て
い
る
。
日
く
、
「
世
を
治
む
る
は
一
道
な
ら
ず
。
国
に
便
な
れ
ば
古
に
法
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

ず
。
」
ま
た
日
く
、
「
智
者
は
法
を
作
り
、
愚
者
は
焉
に
制
せ
ら
る
。
賢
者
は
礼

を
更
め
、
不
肖
者
は
焉
に
拘
は
る
。
」

　
変
法
思
想
は
、
『
商
子
』
の
「
更
法
第
一
」
、
「
開
塞
第
七
」
、
「
画
策
第
十
八
」

な
ど
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、
い
ま
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

「
更
法
第
一
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
前
世
は
教
を
同
じ
く
せ
ず
、
何
の
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
た
が

に
か
之
法
ら
ん
、
帝
王
は
相
復
せ
ず
、
何
の
礼
に
か
之
循
は
ん
。
伏
義
・
神
農

は
、
教
へ
て
諌
せ
ず
、
黄
帝
・
棄
舜
は
、
諜
し
て
怒
ら
ず
。
文
武
に
至
る
に
及

び
、
各
時
に
当
り
て
法
を
立
て
、
事
に
因
り
て
礼
を
制
す
。
礼
法
、
時
を
以
て

定
め
、
制
令
、
各
其
の
宜
に
順
ひ
、
兵
甲
器
備
、
各
其
の
用
に
便
す
。
」
こ
の

よ
う
に
、
商
軟
の
変
法
思
想
は
、
一
種
の
歴
史
観
で
あ
り
、
ま
た
社
会
構
成
論

で
あ
る
。

　
商
鞍
の
歴
史
観
は
「
開
塞
第
七
」
で
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
簡
単
に
い
え

ば
、
こ
れ
ま
で
社
会
は
、
上
世
か
ら
中
世
、
中
世
か
ら
下
世
へ
と
変
化
し
て
き

た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
上
世
は
、
「
親
を
親
し
み
て
私
を
愛
」
す
る
時
代
、

　
　
　
　
　
　
た
っ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ろ
こ

中
世
は
、
「
賢
を
上
び
て
仁
を
悦
」
ぶ
時
代
、
下
世
は
、
「
貴
き
を
貴
び
て
官
を

尊
ぶ
」
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
三
者
、
即
ち
、
親
親
、
上
賢
、
貴
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ぶ

は
、
「
事
相
反
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
民
道
弊
れ
て
所
易
れ
ば
な
り
。
世
事
、

変
じ
て
道
を
行
ふ
こ
と
異
な
れ
ば
な
り
。
」
そ
れ
故
、
「
聖
人
は
古
に
法
ら
ず
、

令
を
修
め
ず
。
古
に
法
れ
ば
則
ち
時
に
後
れ
、
今
を
修
む
れ
ば
則
ち
勢
に
塞

る
」
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
聖
人
は
古
今
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
時

代
に
適
合
し
た
政
治
を
行
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
聖
人
・
君
主
は
そ
れ
ぞ
れ

独
白
の
方
法
、
異
っ
た
原
理
を
持
っ
て
い
る
。
「
周
は
商
に
法
ら
ず
、
夏
は
虞

に
法
ら
ず
。
三
代
は
勢
を
異
に
し
て
、
皆
以
て
王
た
る
可
し
。
故
に
興
王
は
道

あ
り
、
而
し
て
之
を
持
す
る
に
理
を
異
に
す
。
」

　
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
い
に
商
鞍
は
以
下
の
よ
う
に
答
え



抑

る
。
「
古
の
民
は
撲
に
し
て
以
て
厚
く
、
今
の
民
は
巧
に
し
て
偽
な
り
。
」
偽

は
、
萄
子
の
と
こ
ろ
で
も
出
て
き
た
よ
う
に
、
作
為
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
故
に
古
に
敬
ふ
者
は
徳
を
先
に
し
て
治
め
、
今
に
救
ふ
者
は
刑
を
前
に
し
て

法
あ
り
。
」
そ
の
何
れ
を
採
る
べ
き
か
、
そ
こ
に
世
間
の
人
々
の
惑
が
あ
る
。

商
鞍
は
当
時
の
道
義
を
批
判
す
る
。
「
今
世
の
所
謂
義
な
る
者
は
、
将
に
民
の

好
む
所
を
立
て
、
而
し
て
其
の
悪
む
所
は
廃
せ
ん
と
す
。
」
し
か
し
こ
れ
だ
と
、

「
所
謂
不
義
な
る
者
は
、
将
に
民
の
悪
む
所
を
立
て
、
而
し
て
其
の
楽
し
む
所

を
廃
せ
ん
と
す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
二
つ
は
、
名
目
は
一

致
し
て
い
る
も
の
の
実
質
は
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
を
よ
く
よ
く
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
商
鞍
は
一
一
一
日
う
、
「
世
の
所
謂
義
は
暴
の
道
な
り
」
、
と
。

何
故
か
。

　
「
民
の
楽
む
所
を
立
つ
れ
ば
、
則
ち
民
其
の
悪
む
所
に
傷
る
。
民
の
悪
む
所

を
立
つ
れ
ば
、
則
ち
民
其
の
楽
む
所
に
安
ん
ず
」
、
か
ら
で
あ
る
。
で
も
何
故

そ
う
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
か
。
「
夫
れ
民
憂
ふ
れ
ば
則
ち
思
ふ
。
思
へ
ば
則

ち
度
を
出
づ
。
楽
め
ば
則
ち
淫
す
。
淫
す
れ
ば
則
ち
侠
を
生
ず
」
る
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
「
民
を
正
す
者
は
、
其
の
悪
む
所
を
以
て
」
す
べ
き

で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
、
「
必
ず
其
の
好
む
所
に
終
る
。
」
具
体
的
に
は
、
厳
格

な
法
を
制
定
・
施
行
し
、
厳
し
い
刑
罰
を
科
す
こ
と
で
あ
る
、
と
商
軟
は
断
ず

る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
論
は
、
ま
さ
に
「
法
律
絶
対
主
義
」
（
清
水
潔
）
と
い

っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
礼
が
説
か
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、

礼
は
ど
こ
に
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
上
で
、
『
史
記
』
か
ら
引
用
し
た
文
中
に
は
確
か
に
礼
と
い
う
文
字
は
あ
っ

た
。
ま
た
、
「
更
法
第
一
」
に
も
、
礼
、
あ
る
い
は
礼
法
と
い
う
言
葉
が
見
ら

れ
た
。
だ
が
、
『
商
子
』
に
は
そ
の
他
の
箇
処
で
、
礼
は
肯
定
的
に
論
じ
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
人
問
は
、
利
を
得
よ
う
と
し
、
名
を
求
め
よ
う

と
し
、
名
利
が
集
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
人
問
も
や
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

「
算
地
第
六
」
に
、
「
民
の
利
を
求
む
る
や
、
礼
の
法
を
失
ひ
、
名
を
求
む
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

や
、
性
の
常
を
失
ふ
。
…
…
名
利
の
湊
る
所
は
則
ち
民
之
に
道
る
」
、
と
あ
る
。

し
か
し
商
軟
は
、
単
に
礼
な
る
徳
の
み
を
否
定
的
に
論
ず
る
の
で
は
な
い
。
凡

そ
徳
と
い
う
も
の
す
べ
て
に
つ
い
て
否
定
的
に
説
く
の
で
あ
る
。
「
説
民
第
五
」

の
冒
頭
に
、
「
弁
慧
は
乱
の
賛
な
り
。
礼
楽
は
淫
侠
の
徴
な
り
。
慈
仁
は
過
の

母
な
り
」
、
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
弁
慧
、
即
ち
智
弁
才
能
も
否
定
的
で
あ
る
。

勿
論
、
凡
そ
徳
が
否
定
的
に
説
か
れ
る
の
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
人
間
と
い

う
も
の
が
名
利
に
溺
れ
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
、
聖
人

と
い
え
ど
も
そ
の
徳
を
他
人
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
も
あ
る
。
「
錯
法
第
九
」
の
最
後
で
、
「
夫
れ
聖
人
の
体
性
を
存
す

る
、
以
て
人
に
賜
ふ
可
か
ら
ず
」
、
と
あ
る
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
上

に
続
け
て
、
「
然
り
而
し
て
功
得
べ
き
者
と
は
、
法
の
謂
な
り
」
、
と
説
く
。
即

ち
、
聖
人
の
徳
と
そ
の
感
化
を
頼
り
に
し
て
政
治
を
す
る
よ
り
も
、
寧
ろ
、
す

べ
て
の
人
問
が
行
う
こ
と
が
で
き
功
を
挙
げ
る
法
に
よ
る
政
治
を
し
た
方
が
よ

い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
勿
論
、
国
を
治
め
る
に
は
、
法
だ
け
で
な
く
、
信
、
権
も
必
要
で
あ
る
。

「
国
の
治
る
所
以
の
者
三
、
一
に
日
く
法
、
二
に
日
く
信
、
三
に
日
く
権
。
」

（
「
修
権
第
十
四
」
）
し
か
し
、
信
は
賞
で
あ
り
文
で
あ
る
。
権
は
刑
で
あ
り
武

で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
文
武
は
法
の
約
」
、
即
ち
、
文
も
武
も
法
に
関
り
を
持
つ

も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
明
主
法
に
任
ず
」
、
つ
ま
り
、
明
君
は
法
に
す
べ
て



西洋の法と東洋の法（中〕㌍

を
任
せ
て
政
治
を
行
う
の
で
あ
る
。
だ
が
為
政
者
の
多
く
は
、
「
法
を
釈
て
て

私
議
に
任
ず
」
、
そ
れ
が
国
を
乱
す
理
由
で
あ
る
。
法
を
基
準
と
し
て
、
知
能
、

賢
不
肖
を
論
じ
な
く
て
済
ん
だ
の
は
尭
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
世
の
君
主
が
す
べ

て
尭
の
よ
う
に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら
、
過
去
の
君
主
た
ち
は
、
自
己
の
裁
量

や
他
人
の
評
価
が
頼
り
に
な
ら
な
い
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、

「
法
を
立
て
分
を
明
に
し
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
仁
者
も
義
者
も
、
人
を
仁
者
に
義
者
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
仁
者
は

能
く
人
に
仁
に
し
て
、
人
を
し
て
仁
な
ら
し
む
る
能
は
ず
。
義
者
は
能
く
人
を

愛
し
て
、
人
を
し
て
愛
せ
し
む
る
能
は
ず
。
」
（
「
画
策
第
十
八
」
）
だ
か
ら
仁
義

に
よ
っ
て
政
治
を
行
う
こ
と
は
十
分
で
は
な
い
。
何
故
そ
う
か
と
い
う
と
、
そ

う
し
た
遭
徳
は
、
人
心
の
必
然
か
ら
生
起
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
「
義
と
は
、
人
臣
と
為
り
て
忠
、
人
子
と
為

り
て
孝
、
少
長
礼
あ
り
、
男
女
別
あ
る
は
、
其
の
義
に
非
ざ
る
な
り
。
」
即
ち
、

商
鞍
に
よ
れ
ば
、
義
に
は
「
必
然
の
理
」
、
つ
ま
り
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
理

が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
に
は
「
必
然
の
理
」
が
あ

る
。
「
餓
う
る
も
荷
も
生
き
ざ
る
は
、
此
れ
及
ち
法
の
常
あ
る
」
か
ら
だ
。
だ

か
ら
、
「
聖
王
は
義
を
貴
ば
ず
し
て
法
を
貴
ぶ
」
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
商

鞍
に
お
い
て
、
法
治
主
義
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
し
て
、
商
鞍
の
い
う
法
が
聖
人
・
君
主
の
作
為
・
制
定
し
た
実
定
法
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
法
は
、
明
確
で
人
々
が
容
易

に
理
解
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
専
門
の
法
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

や
役
人
を
置
く
必
要
が
あ
る
。
「
聖
人
法
を
為
り
、
必
ず
之
を
し
て
明
白
に
し

て
知
り
易
か
ら
し
む
。
名
正
し
け
れ
ば
、
偏
く
能
く
之
を
知
る
。
為
に
法
官
を

置
き
、
主
法
の
吏
を
置
き
、
以
て
天
下
の
師
と
為
し
、
万
民
を
し
て
険
危
に
陥

る
こ
と
な
か
ら
し
む
。
」
（
「
定
分
第
二
十
六
」
）
更
に
、
為
政
者
は
、
法
の
権
威

を
保
つ
た
め
に
も
法
を
尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
の
適
用
に
際
し
て

は
恋
意
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
法
適
用
の
制
度
が
堅
固

に
定
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
人
君
た
る
者
、
先
づ
請
謁
を
便
に
し

て
功
力
を
後
に
す
れ
ば
、
則
ち
爵
行
る
る
も
兵
弱
し
。
：
…
法
に
度
数
な
く
し

て
事
日
に
煩
し
け
れ
ば
、
則
ち
法
立
つ
も
治
乱
る
。
－
…
度
数
已
に
立
ち
て
、

法
修
む
べ
し
。
」
（
「
錯
法
第
九
」
）
。

　
商
鞍
は
上
に
述
べ
た
よ
う
な
法
治
主
義
が
、
徹
底
し
て
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
一

「
法
を
以
て
法
を
去
り
」
（
「
筋
令
第
十
三
」
）
、
「
刑
を
以
て
刑
を
去
る
」
（
同
）

よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
説
い
て
い
る
。
だ
が
果
た
し
て
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
、
聖
人
に
は
、
「
必
然
の
理
」
が
分
か
る
と
い
う
前
提
の

下
に
、
商
軟
は
そ
う
説
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
刑
を
以
て
刑
を
去

る
」
と
い
う
考
え
は
、
『
韓
非
子
』
に
も
出
て
く
る
。

　
商
鞍
に
つ
い
て
は
以
上
で
終
わ
り
、
以
下
韓
非
の
法
思
想
を
見
る
こ
と
に
し

よ
サ

　
上
述
し
た
よ
う
に
、
韓
非
は
は
じ
め
萄
子
に
学
ん
だ
が
、
そ
の
儒
家
的
礼
治

主
義
に
廉
ら
ず
、
そ
の
後
、
商
鞍
、
申
不
害
、
慎
到
な
ど
の
思
想
を
吸
収
し
、

そ
れ
ら
の
思
想
を
集
大
成
し
た
法
家
思
想
家
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
法
思

想
の
根
底
に
、
人
間
を
利
已
的
な
存
在
と
捉
え
る
人
間
観
が
あ
っ
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
「
夫
れ
安
利
な
る
者
、
之
に
就
き
、
危
害
な
る
者
、
之
を
去

る
は
、
此
れ
人
の
惰
な
り
」
（
「
姦
劫
斌
臣
第
十
四
」
）
、
「
民
は
固
よ
り
愛
に
騒

り
、
威
に
聴
」
（
「
五
嚢
第
四
十
九
」
）
く
、
と
い
っ
た
文
章
も
、
利
己
的
人
間
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観
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
韓
非
の
法
思
想
の
背
景
に
は
、
独
特
の

歴
史
観
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
古
今
俗
を
異
に
し
、
新
故
備
を
異
に
す
」

（
同
）
る
と
い
う
も
の
で
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
「
上
古
は
道
徳
を
競
ひ
、
中
世

　
　
　
　
き
そ

は
智
謀
を
逐
ひ
、
当
今
は
気
力
を
争
ふ
」
（
同
）
と
い
っ
た
具
合
に
歴
史
は
変

化
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
故
、
当
今
H
現
代
に
は
現
代
に
相
応
し
い
政
治
・
政

策
が
必
要
で
あ
り
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
現
代
に
相
応
し
い
政
治
こ

そ
、
韓
非
に
と
っ
て
は
、
法
術
主
義
・
法
治
主
義
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
儒
学

は
現
代
に
相
応
し
く
な
い
も
の
で
あ
り
、
「
儒
は
文
を
以
て
法
を
乱
」
（
同
）
す

も
の
で
あ
る
と
し
て
排
斥
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
て
、
韓
非
は
儒
学
か
ら
離
れ
、
申
不
害
、
慎
到
、
商
軟
な
ど
の
法
家

思
想
に
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
申
不
害
か
ら
は
術
を
、
慎
到
か
ら
勢

を
、
商
鞍
か
ら
法
を
学
ん
だ
。
申
不
害
の
術
は
、
「
刑
名
参
同
」
あ
る
い
は

「
参
験
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
「
任
に
因
り
て
官
を
授
け
、
名
に
循
ひ
て
実
を
責

め
、
殺
生
の
柄
を
操
り
て
、
群
臣
の
能
を
課
す
」
（
同
）
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
韓
非
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
人
主
の
執
る
所
」
（
同
）
だ
か
ら
、
そ
れ
だ

け
で
は
政
治
木
は
十
分
で
は
な
い
。
慎
到
の
勢
は
、
勢
力
、
権
勢
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
確
か
に
、
「
賢
者
を
詔
せ
し
む
る
に
足
る
」
（
「
難
勢
第
四
十
」
）
も

の
で
あ
る
。
だ
が
、
慎
到
の
い
う
勢
は
、
「
自
然
の
勢
」
で
あ
っ
て
、
「
人
の
設

く
る
所
」
（
同
）
の
勢
で
は
な
い
。
だ
が
、
当
今
必
要
な
の
は
後
者
の
「
人
の

設
く
る
所
」
の
勢
、
つ
ま
り
作
為
的
勢
で
あ
る
、
と
韓
非
は
説
い
て
い
る
。
そ

し
て
、
商
鞍
の
法
は
、
「
憲
令
官
府
に
著
は
れ
、
賞
罰
、
民
心
に
必
す
、
賞
は

法
を
慎
む
に
存
し
て
、
罰
は
令
を
姦
す
に
加
ふ
る
者
」
（
「
定
法
第
四
十
三
」
）

だ
が
、
そ
れ
は
、
「
臣
の
師
と
す
る
所
」
（
同
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
の
み
で
は

政
治
に
は
十
分
で
な
い
、
と
韓
非
は
言
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
韓
非
は
、
申
不

害
、
慎
到
、
商
鞍
か
ら
、
術
、
勢
、
法
を
学
ん
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
欠

陥
も
指
摘
し
、
そ
れ
ら
を
統
合
し
、
独
自
の
法
思
想
を
確
立
し
た
の
だ
が
、
以

下
で
は
、
専
ら
法
に
つ
い
て
の
韓
非
の
議
論
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
上
の
引
用
文
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
韓
非
の
法
理
論
は
、
商
鞍
の
そ
れ

と
同
じ
く
、
実
定
法
論
で
あ
り
、
そ
の
刑
法
も
厳
罰
主
義
に
立
つ
も
の
で
あ
っ

た
。
韓
非
も
法
と
遣
徳
と
を
厳
格
に
切
り
離
し
た
。
「
有
道
の
主
は
、
仁
義
を

遠
ざ
け
、
智
能
を
去
り
、
之
に
服
す
る
に
法
を
以
て
す
。
是
を
以
て
…
…
民
治

ま
り
て
国
安
し
」
（
「
説
疑
第
四
十
四
」
）
。
ま
た
、
「
明
君
の
道
は
、
徳
義
を
賎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
て
い

し
み
、
下
必
ず
上
に
座
す
る
を
貴
び
、
誠
を
決
す
る
に
参
聴
を
以
て
し
て
、
門

戸
無
し
」
（
「
八
説
第
四
十
七
」
）
、
と
も
あ
る
。
明
ら
か
に
韓
非
は
法
実
証
主
義

者
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
法
は
、
窓
意
的
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

く
、
す
べ
て
の
人
に
等
し
く
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
客
観
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
「
法
は
一
に
し
て
固
く
、
民
を
し
て
之
を
知
ら
し
む
る
に
如
く
は
莫

し
」
（
「
五
姦
四
十
九
」
）
。
そ
れ
は
勿
論
、
刑
法
の
適
用
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ

　
　
あ
キ
ま
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
す

る
。
「
過
を
刑
す
る
に
大
臣
を
避
け
ず
、
善
を
賞
す
る
に
匹
夫
を
遺
れ
ず
。

　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か

故
に
上
の
失
を
矯
め
、
下
の
邪
を
詰
め
、
乱
を
治
め
繧
を
決
ち
、
羨
を
紬
け
非

　
た
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
そ

を
斉
し
、
民
の
軌
を
一
つ
に
す
る
は
、
法
に
如
く
も
の
莫
し
。
官
を
属
れ
し
め

　
　
お
ど

民
を
威
し
、
淫
殆
を
退
け
、
詐
偽
を
止
む
る
は
、
刑
に
如
く
も
の
莫
し
」
（
「
有

度
第
六
」
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
韓
非
は
、
法
を
客
観
的
な
基
準
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
が
、

ま
た
、
法
を
度
量
衡
と
し
て
把
握
す
る
。
「
法
術
を
釈
て
て
心
治
せ
ば
、
奏
も

一
国
を
正
す
こ
と
能
は
ず
、
規
矩
を
去
り
て
妄
り
に
意
度
せ
ば
、
築
伸
も
一
輪
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く
ら

を
成
す
こ
と
能
は
ず
、
尺
寸
を
廃
し
て
短
長
を
差
ぶ
る
と
き
は
、
王
爾
も
半
中

す
る
能
は
ざ
ら
む
」
（
「
用
人
第
二
十
七
」
）
。
注
意
す
べ
き
は
、
韓
非
が
、
こ
の

よ
う
な
客
観
的
基
準
、
度
量
衡
と
し
て
の
法
を
以
て
統
治
す
る
な
ら
ば
（
法
治

主
義
）
、
す
べ
て
が
い
と
も
簡
単
に
治
め
ら
れ
る
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
ら

る
。
「
縄
直
く
し
て
柾
木
断
ら
れ
、
準
夷
か
に
し
て
高
科
削
ら
れ
、
権
衡
縣
り

　
　
　
　
　
ま
さ

て
重
は
軽
に
益
り
、
斗
石
設
け
ら
れ
て
多
は
少
に
益
る
。
故
に
法
を
以
て
国
を

治
む
る
は
、
挙
措
の
み
」
（
「
有
度
第
六
」
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
韓
非
の
法
理
論
は
、
商
軟
の
法
実
証
主
義
を
更
に
徹
底
し

た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
『
韓
非
子
』
に
は
、
瞼
老
、
解
老
、

主
道
、
揚
権
な
ど
の
諸
篇
に
、
道
家
的
思
想
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
、
韓
非
と

道
家
思
想
と
の
関
係
が
様
々
議
論
さ
れ
て
き
た
。
「
解
老
第
二
十
」
一
解
老
は
老

子
を
解
明
す
る
と
い
う
意
味
）
に
は
、
「
道
は
万
物
の
然
る
所
な
り
、
万
理
の

あ稽
ふ
所
な
り
。
理
は
成
物
の
文
な
り
、
道
は
万
物
の
以
て
成
る
所
な
り
」
、
ま

た
、
「
徳
は
無
為
を
以
て
集
り
、
無
欲
を
以
て
成
り
、
思
は
ざ
る
を
以
て
安
く
、

用
ひ
ざ
る
を
以
て
固
し
」
、
と
あ
る
。
「
楡
老
第
二
十
一
」
（
瞼
老
は
、
老
子
に

つ
い
て
瞼
1
1
た
と
え
を
な
す
と
い
う
意
味
）
に
は
、
「
天
下
道
有
り
て
、
急
患

無
き
は
、
則
ち
静
と
日
ひ
、
拠
伝
用
ひ
ず
」
、
ま
た
、
「
一
人
の
力
を
以
て
せ

ば
、
則
ち
后
櫻
も
足
ら
ず
、
自
然
に
随
は
ば
、
則
ち
戚
獲
も
余
り
有
ら
む
」
、

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
に
は
、
明
ら
か
に
、
老
子
と
略
々
同
じ
思
想
、
極
め

て
近
い
考
え
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
古
来
、
韓
非
と
道
家
と
の
思

想
上
の
密
接
な
関
係
を
説
く
論
者
が
多
く
、
司
馬
遷
も
そ
の
代
表
者
の
一
人
で

あ
る
。

　
司
馬
遷
が
、
老
子
と
韓
非
を
思
想
的
に
同
じ
系
譜
上
に
位
置
づ
け
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
一

と
は
、
「
老
子
韓
非
列
伝
第
三
」
を
作
っ
た
こ
と
か
ら
も
疑
い
な
い
。
実
際
、

同
列
伝
の
中
で
、
韓
非
の
「
帰
は
黄
老
に
本
づ
く
」
と
、
司
馬
遷
は
言
っ
て
い

る
。
問
題
は
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
解
く
鍵
は
、

「
道
徳
」
と
「
術
」
の
二
つ
の
言
葉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
司
馬
遷
は
、
同
列

伝
に
お
い
て
、
老
子
と
韓
非
の
問
に
、
荘
子
と
申
不
害
を
置
き
、
老
子
↓
荘
子

↓
申
不
害
↓
韓
非
と
、
思
想
的
に
同
系
譜
上
に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る

が
、
そ
の
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
、
道
徳
と
術
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら

れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
道
徳
と
は
勿
論
、
儒
学
で
い
う
そ
れ
で
は
な
く
、

道
家
思
想
の
そ
れ
で
、
万
物
の
形
成
・
運
行
の
根
源
に
な
る
も
の
の
謂
で
あ

玩
一る

。
司
馬
遷
は
、
老
子
も
荘
子
も
申
不
害
も
そ
し
て
韓
非
も
「
皆
道
徳
の
意
に

原
づ
く
」
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
老
子
の
貴
ぶ
所
の
道
は
…
…
無
為
に

し
て
変
化
す
。
…
…
荘
子
は
道
徳
を
散
じ
て
放
論
す
。
要
は
亦
之
を
自
然
に
帰

す
。
申
子
は
卑
卑
と
し
て
之
を
名
実
に
施
す
。
韓
子
は
縄
墨
を
引
き
、
事
情
を

切
り
、
是
非
を
明
ら
か
に
」
し
て
い
る
が
、
す
べ
て
「
道
徳
」
に
基
づ
い
て
議

論
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
道
徳
が
も

た
ら
す
結
果
は
非
常
に
異
な
る
。
少
な
く
と
も
韓
非
の
道
徳
が
導
く
の
は
、

　
　
　
さ
ん
か
く

「
極
め
て
惨
徴
に
し
て
恩
少
な
」
き
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
「
老
子
は
深
遠
な

り
」
と
、
司
馬
遷
は
老
子
を
評
価
し
て
い
る
。
一
体
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
解
く
鍵
が
「
術
」
で
あ
る
。

　
「
老
子
韓
非
列
伝
」
で
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
先
ず
、
荘
予
は
、
「
老
子
の

術
を
明
ら
か
に
」
し
た
生
言
わ
れ
る
。
次
に
、
申
不
害
は
、
「
術
を
学
び
以
て

　
　
　
　
　
も
と

韓
の
昭
侯
に
干
む
。
…
…
申
子
の
学
は
、
黄
・
老
を
本
と
し
、
而
も
刑
名
を
主

と
」
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
韓
非
に
つ
い
て
は
、
「
刑
名
法
術
の
学
を
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喜
ぶ
も
、
而
も
其
の
帰
は
黄
・
老
に
本
づ
く
」
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

術
は
、
老
、
荘
、
申
、
韓
す
べ
て
の
思
想
家
の
思
想
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る

　
　
　
　
　
玩
一

言
葉
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
は
、
「
道
徳
」
を
働
か
せ
る
方
法
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
司
馬
遷
は
、
道
徳
を
働
か
せ
る
方
法
と
し
て
の
術
の
違
い

を
認
め
る
と
共
に
、
そ
れ
が
導
く
結
果
の
相
違
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
老
子

と
荘
子
は
、
道
徳
を
自
然
に
従
っ
て
働
か
せ
る
と
い
う
方
法
を
採
り
、
そ
の
結

果
と
し
て
無
為
の
治
が
導
か
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
申
不
害
は
刑
名
の
実
現

を
目
指
し
て
、
韓
非
は
法
に
よ
る
統
治
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
道
徳
を
作

為
・
人
為
を
通
し
て
働
か
せ
る
と
い
う
方
法
を
採
る
。
韓
非
は
い
う
、
「
術
有

る
の
君
は
、
適
然
の
善
に
随
は
ず
し
て
、
必
然
の
遣
を
行
ふ
」
（
「
顕
学
第
五

十
」
）
、
と
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
韓
非
の
法
治
は
、
「
挙
措
の
み
」
と
い
う
状

態
を
導
く
、
と
い
う
議
論
に
な
る
。
そ
の
挙
措
の
み
で
治
ま
る
と
す
る
韓
非
の

法
治
主
義
の
窮
極
の
姿
は
、
老
予
の
無
為
の
治
と
極
め
て
似
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
挙
措
の
み
で
よ
い
法
治
国
の
実
際
の
姿
は
、
惨
酷
で
情
愛
の
欠
け
た
国

だ
、
と
司
馬
遷
は
言
う
の
で
あ
る
。
司
馬
遷
の
議
論
に
、
私
の
解
釈
を
加
え
る

と
、
以
上
の
よ
う
に
な
る
。

　
最
後
に
、
韓
非
の
刑
法
理
論
に
つ
い
て
述
べ
る
。
一
般
に
韓
非
の
刑
法
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憂
一

は
一
般
予
防
説
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
窮
極
の
目
的
は
、
「
刑
を
以
て
刑

を
去
る
」
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
、
商
鞍
の
理
論
を
継
承
し
て
い
る
。
「
七
術
第

三
十
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
愛
多
き
者
は
則
ち
法
立
た
ず
、
威
寡
き
者
は

則
ち
下
上
を
侵
す
。
是
を
以
て
刑
罰
必
せ
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
禁
令
行
は
れ

ず
。
」
「
公
孫
軟
の
法
に
は
、
軽
罪
を
重
く
す
。
重
罪
は
人
の
犯
し
難
き
な
り
、

而
し
て
小
過
は
人
の
去
り
易
き
所
な
り
、
人
を
し
て
其
の
易
き
所
を
去
り
て
、

其
の
難
き
所
に
離
る
こ
と
無
か
ら
し
む
、
此
れ
治
の
道
な
り
。
…
…
一
に
日

く
。
公
孫
軟
日
く
、
刑
を
行
ひ
て
其
の
軽
き
者
を
重
く
せ
ば
、
軽
き
者
至
ら

ず
、
重
き
者
来
た
ら
ず
、
是
れ
、
刑
を
以
て
刑
を
去
る
と
謂
ふ
な
り
、
と
。
」

ま
た
、
「
筋
令
第
五
十
三
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
刑
を
行
ふ
に
、
其
の
軽

き
者
を
重
く
せ
ば
、
軽
き
者
至
ら
ず
、
重
き
者
来
た
ら
ざ
ら
む
、
此
れ
刑
を
以

て
刑
を
去
る
と
謂
ふ
。
罪
重
く
し
て
刑
軽
く
ば
、
則
ち
事
生
ぜ
む
、
此
れ
刑
を

以
て
刑
を
致
す
と
謂
ふ
。
其
の
国
必
ず
削
ら
る
。
」
「
刑
を
以
て
刑
を
去
る
」
と

い
う
思
想
が
、
商
鞍
で
は
、
聖
人
の
「
必
然
の
理
」
か
ら
、
韓
非
に
お
い
て

は
、
術
有
る
の
君
の
「
必
然
の
道
」
の
行
い
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
導
か
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
韓
非
の
一
般
予
防
説
は
極
め
て
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
応
報
刑

的
思
考
が
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
。
「
夫
れ
重
刑
は
、
人
を
罪

せ
ん
が
為
に
非
ざ
る
な
り
。
明
主
の
法
や
、
賊
を
撲
す
る
は
撲
す
る
所
を
治
む

る
に
非
ざ
る
な
り
。
撲
す
る
所
を
治
む
る
は
、
是
れ
死
人
を
治
む
る
な
り
。
盗

を
刑
す
る
は
、
刑
す
る
所
を
治
む
る
に
非
ざ
る
な
り
。
刑
す
る
所
を
治
む
る

は
、
是
れ
膏
廃
を
治
む
る
な
り
。
故
に
日
く
、
一
姦
の
罪
を
重
く
し
て
、
境
内

の
邪
を
止
む
、
と
。
此
れ
治
を
為
す
所
以
な
り
。
重
く
罰
せ
ら
る
る
者
は
盗
賊

な
り
、
而
し
て
悼
催
す
る
者
は
良
民
な
り
」
（
「
六
反
第
四
十
六
」
）
。
法
が
道
徳

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
法
実
証
主
義
が
応
報
刑
的
思
考
を
欠
く
の
は
当
然
で

あ
ろ
う
。
否
、
韓
非
に
は
、
応
報
刑
的
思
想
だ
け
で
な
く
罪
刑
法
定
主
義
の
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冤
〕

え
も
見
ら
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
法
実
証
主
義
が
二
十
世
紀
の
全
体
主
義
を
導

い
た
法
理
論
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
の
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
だ
っ
た
が
、
中
国
に
お



西洋の法と東洋の法（中〕”

い
て
、
法
家
思
想
に
つ
い
て
、
同
様
の
こ
と
を
説
い
て
い
た
の
は
梁
啓
超
だ
っ

た
。
梁
啓
超
は
、
法
家
思
想
の
最
大
の
欠
陥
を
、
君
主
に
絶
対
的
権
力
が
与
え

ら
れ
て
い
る
た
め
、
法
の
制
定
改
廃
が
君
主
の
意
思
に
委
ね
ら
れ
て
い
て
、
君

主
の
権
力
に
対
す
る
制
約
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
認
め
て
い
た
。
「
法
家
最

大
欠
点
。
在
立
法
権
不
能
正
本
源
。
…
…
然
問
法
何
自
出
。
誰
実
制
之
。
則
仰

日
。
君
主
而
已
。
夫
法
之
立
与
廃
。
不
過
一
事
実
中
之
両
面
。
立
法
権
在
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粛
一

人
。
則
廃
法
権
即
在
其
人
。
此
理
論
上
当
然
之
結
果
也
。
」
ま
た
、
一
般
予
防

説
が
、
全
体
主
義
国
家
の
刑
法
理
論
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
但
し
、
こ
う
し
た
こ
と
は
専
ら
商
鞍
や
韓
非
の
法
理
論
に
言
え
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
管
仲
に
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
。
管
仲
の
法
理
論
に
は
、
自

然
法
論
的
な
恩
考
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
中
国
の
法
家
の
法
思
想
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
最
後
に
他
と
合
わ
せ
て
行
な

う
こ
と
に
す
る
。

？↑注一
3
）

　
穂
積
陳
重
『
祭
祀
及
礼
と
法
律
」
（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
年
）
、
二
五
四
－
五
頁
。

　
小
野
清
一
郎
「
唐
律
に
於
け
る
刑
法
総
則
的
規
定
」
（
『
刑
罰
の
本
質
に
つ
い
て
・

そ
の
他
」
所
収
、
有
斐
閣
、
昭
和
三
十
年
）
、
三
二
三
－
四
頁
。

　
以
下
、
遠
藤
哲
夫
「
管
子
　
解
題
」
（
『
管
子
」
出
所
収
）
、
金
谷
治
『
管
子
の
研

究
」
一
岩
波
書
店
、
昭
和
六
十
二
年
）
等
参
照
。
金
谷
は
『
管
子
」
の
成
立
に
つ
い

て
、
『
管
子
の
研
究
」
の
「
結
語
」
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
『
管

子
」
の
全
体
は
、
お
お
よ
そ
戦
国
中
期
の
初
め
か
ら
漢
の
武
帝
・
昭
帝
期
の
こ
ろ
ま

で
、
ほ
と
ん
ど
三
百
年
に
わ
た
っ
て
書
き
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
管

伸
そ
の
人
の
こ
と
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
を
核
と
し
て
最
初
に
成
立
し
一
原

『
管
子
」
）
、
そ
の
後
、
異
聞
を
加
え
、
時
代
に
応
じ
た
補
修
を
施
し
、
ま
た
新
旧
の

資
料
を
寄
せ
集
め
た
新
篇
を
増
補
し
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
－
…
そ
れ
は

遊
説
の
士
と
し
て
稜
下
に
集
ま
っ
た
学
士
た
ち
の
著
作
を
雑
集
し
た
と
い
う
よ
う
な

54（
6
）
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）

一
1
3
一

も
の
で
は
な
く
て
、
管
仲
を
慕
っ
て
そ
の
事
業
を
尊
敬
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
利
用

し
よ
う
と
す
る
斉
の
土
着
の
思
想
家
た
ち
こ
そ
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
人
々
の
思
想
傾
向
が
儒
家
的
で
あ
っ
た
り
道
家
的
で
あ
つ
た
り
で
さ
ま
ざ

ま
に
入
り
混
っ
て
い
た
こ
と
は
、
編
成
さ
れ
た
『
管
子
」
の
書
の
様
相
が
そ
れ
を
明

示
し
て
い
る
。
た
だ
、
彼
ら
は
斉
の
偉
人
で
あ
る
管
仲
を
慕
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

か
つ
い
で
仮
託
す
る
と
い
う
点
で
一
致
し
た
。
そ
し
て
、
古
代
を
受
け
つ
い
で
、
い

わ
ゆ
る
管
仲
の
事
業
の
復
興
を
目
ざ
し
て
文
筆
を
ふ
る
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
管

仲
学
派
と
よ
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
同
、
三
六
一
－
二
頁
）
現
在
で
も
こ
の
よ
う

な
金
谷
説
が
有
力
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
安
丼
息
軒
『
管
子
纂
詰
』
（
『
漢
文
大
系
』
二
十
一
、
冨
山
房
）
、
同
「
序
」
。

　
『
史
記
」
（
水
沢
利
忠
『
史
記
八
」
『
新
釈
漢
文
大
系
」
8
8
、
「
列
伝
」
一
、
明
治
書

院
、
平
成
二
年
）
、
五
〇
頁
。

　
穂
積
陳
重
『
続
法
窓
夜
話
」
一
岩
波
文
庫
）
、
二
四
頁
。
穂
積
は
、
『
管
子
」
の
同

文
章
を
引
用
し
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
語
（
憲
法
　
注
）
の
最
も
夙

く
記
録
の
上
に
現
は
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
当
時
治
者
の
号
令
を
も
つ
て

憲
法
と
い
ふ
た
こ
と
も
、
右
の
『
管
子
』
の
文
に
拠
つ
て
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
出
来

る
。
」

　
安
井
息
軒
『
管
子
纂
詰
』
、
巻
二
、
七
法
第
六
、
一
〇
頁
。

　
穂
積
陳
重
は
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
萄
子
は
儒
家
に
し
て
法
家
に
近
く
、

管
子
は
法
家
に
し
て
最
も
儒
家
に
近
い
」
（
『
祭
祀
及
礼
と
法
律
』
、
二
四
九
頁
）
、

と
。
な
お
、
近
代
の
中
国
で
、
管
子
の
白
然
法
的
傾
向
に
注
目
し
た
の
は
、
田
中
耕

太
郎
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
梁
啓
超
で
あ
っ
た
。
田
中
『
法
家
の
法
実
証
主

義
」
、
五
六
　
七
頁
参
照
。

　
安
井
息
軒
『
管
子
纂
詰
」
、
巻
十
五
、
八
頁
。

　
安
井
息
軒
『
管
子
纂
詰
」
、
巻
十
三
、
六
頁
。

　
『
管
子
纂
詰
』
で
は
、
「
道
之
与
法
。
生
於
上
下
相
譲
。
是
治
国
之
本
也
。
」
（
巻

十
、
二
八
頁
）
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
『
管
子
纂
詰
』
で
は
、
「
無
道
与
法
。
民
不
治
。
財
不
育
。
国
非
其
国
也
。
故
明
君

重
道
法
、
而
軽
其
国
。
」
一
巻
十
、
二
九
頁
）
、
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
「
道
法
」
の
問
題
と
も
長
年
取
り
組
ん
だ
金
谷
治
も
、
結
局
、
以
下
の
よ
う
な
結

論
を
導
い
て
い
る
。
『
管
子
」
の
思
想
は
、
「
法
家
中
心
の
思
想
と
す
る
よ
り
は
、
道

法
思
想
と
い
う
特
殊
な
一
派
の
思
想
と
し
た
方
が
事
実
に
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
天



狛
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地
白
然
の
秩
序
を
模
範
と
す
る
天
人
相
関
思
想
を
母
胎
と
し
て
齊
の
地
で
生
ま
れ
た

現
実
的
な
政
治
思
想
で
あ
っ
た
。
本
来
、
儒
・
道
あ
る
い
は
法
と
い
っ
た
諸
子
の
分

類
に
は
帰
属
し
に
く
い
も
の
で
、
し
か
も
そ
れ
と
し
て
の
独
白
の
ま
と
ま
っ
た
性
格

を
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
－
：
・
『
管
子
』
こ
そ
は
、
齊
の
風
土
に
根
ざ
し
た
道
法

思
想
の
書
と
し
て
、
一
種
独
得
の
政
治
思
想
を
伝
え
る
も
の
で
あ
つ
た
、
と
思
わ
れ

る
。
」
（
『
金
谷
治
中
国
思
想
論
集
〔
中
巻
〕
－
儒
家
恩
想
と
道
家
思
想
」
、
平
河
出
版

社
、
平
成
九
年
、
四
六
四
－
五
頁
）
。

　
『
管
子
」
に
は
、
今
日
も
用
い
ら
れ
て
い
る
法
律
用
語
が
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、

「
主
権
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
但
し
、
『
管
子
」
の
「
主
権
」
は
、
君
主
の
権
勢
と

い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
現
在
の
窒
く
雪
臥
管
々
の
意
味
の
主
権
で
は
な
い
。

　
し
か
し
他
方
、
『
管
子
」
に
は
、
与
論
・
公
議
を
重
ん
ず
る
思
想
が
見
ら
れ
る
。

「
夫
れ
民
は
、
別
に
し
て
之
を
聴
け
ば
則
ち
愚
な
る
も
、
合
し
て
之
を
聴
け
ば
則
ち

聖
な
り
。
湯
武
の
徳
有
り
と
難
も
、
復
た
市
人
の
言
に
合
す
。
是
を
以
て
、
明
君
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
つ
主

人
心
に
順
ひ
、
惰
性
に
安
ん
じ
て
、
衆
心
の
聚
る
所
に
発
す
」
一
『
君
臣
上
第
三

十
」
）
。
こ
の
点
も
、
他
の
法
家
思
想
家
と
異
な
る
。

　
『
商
子
」
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
、
『
国
訳
漢
文
大
成
　
経
史
部
」
第
九
巻
一
小
柳

司
気
太
訳
註
）
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
清
水
潔
の
『
商
子
」
一
明
徳
出
版
社
、
昭
和

四
十
五
年
）
も
参
照
し
た
。
ま
た
、
以
下
の
議
論
で
は
、
小
野
沢
精
一
「
法
家
思

想
」
（
『
講
座
東
洋
思
想
」
4
所
収
。
東
大
出
版
会
、
昭
和
四
十
二
年
一
も
参
考
。

　
『
尚
書
」
に
も
「
刑
期
干
無
刑
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
商
鞍

の
「
刑
を
以
て
刑
を
去
る
」
と
は
著
し
く
違
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
商
軟

の
そ
れ
は
、
寧
ろ
、
表
面
的
に
は
と
も
か
く
、
近
代
の
実
証
主
義
的
な
「
責
任
と
刑

罰
の
な
い
刑
法
」
の
思
想
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
野
清
一
郎
「
刑
法
の

制
定
と
そ
の
変
遷
」
一
『
刑
法
と
法
哲
学
」
所
収
、
有
斐
閣
、
昭
和
四
十
六
年
一
、
一

四
四
　
五
頁
。

　
韓
非
子
に
つ
い
て
は
、
長
尾
龍
一
「
韓
非
子
ノ
ー
ト
」
一
『
古
代
中
国
恩
想
ノ
ー

ト
』
、
信
山
社
、
平
成
十
一
年
）
、
小
野
沢
精
一
「
法
家
思
想
」
、
金
谷
治
「
先
秦
に

お
け
る
法
思
想
の
展
開
」
（
『
金
谷
治
中
国
思
想
論
集
〔
中
巻
〕
所
収
）
、
同
「
慎
到

の
思
想
に
つ
い
て
」
一
同
）
、
冨
谷
至
『
韓
非
子
」
一
中
公
新
書
、
平
成
十
三
年
）
な

ど
も
参
照
し
た
。

　
以
下
の
『
史
記
」
か
ら
の
引
用
も
水
沢
利
忠
『
史
記
」
に
よ
る
。
韓
非
と
遣
家
思

想
に
つ
い
て
は
、
長
尾
龍
一
「
韓
非
子
ノ
ー
ト
」
（
前
掲
書
所
収
）
も
参
照
。

（
2
0
）

（
2
1
）

　
水
沢
利
忠
『
史
記
」
、
五
七
頁
。
司
馬
遷
と
略
々
同
じ
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る

の
は
、
『
韓
非
子
翼
嚢
』
で
有
名
な
太
田
全
齋
で
あ
る
。
全
齋
は
同
著
の
「
序
」
の

冒
頭
で
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
其
為
学
也
。
原
於
道
徳
。
貴
乎
無
為
。
」

（
『
漢
文
大
系
』
八
、
冨
山
房
、
一
頁
）

　
「
老
子
韓
非
列
伝
第
三
」
に
は
、
商
軟
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
く
、
司
馬
遷
は
、

別
に
、
「
商
君
列
伝
第
八
」
を
作
っ
て
い
る
。
司
馬
遷
は
、
同
列
伝
の
中
で
「
其
の

孝
公
に
干
め
ん
と
欲
す
る
に
帝
王
の
術
を
以
て
せ
し
を
跡
ぬ
る
に
浮
説
を
挟
持
し
、

其
の
質
に
非
ず
」
と
、
「
術
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
大
史
公
白

序
」
に
も
、
「
鞍
去
衛
適
秦
、
能
明
其
術
。
彊
覇
孝
公
、
後
世
遵
法
」
と
、
術
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
「
老
子
韓
非
列
伝
第
三
」
の
中
で
、
司
馬
遷
が
商
鞍
に

つ
い
て
、
術
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
言
及
し
た
と
し
て
も
、
決
し
て
お
か
し
く
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
議
論
は
、
商
鞍
を
含
め
論
じ
た
と
し
て
も
成
り
立
つ

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
尚
、
水
沢
利
忠
は
、
司
馬
遷
が
老
・
荘
と
申
・
韓
と
に
ど
の
よ
う
な
一
貫
性
を
考

え
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
穏
当
な
解
釈
で
あ
ろ

う
。　

「
文
中
に
司
馬
遷
は
『
申
子
之
学
、
本
於
黄
・
老
」
『
其
（
韓
非
）
帰
本
於
黄
・

老
』
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
学
統
と
し
て
一
貫
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ

る
が
、
空
々
漠
々
た
る
老
子
の
言
説
と
、
人
情
の
機
微
に
わ
た
り
墳
事
を
厳
密
に
左

右
す
る
韓
非
子
と
の
共
通
項
を
ど
こ
に
見
る
か
、
司
馬
遷
の
真
意
を
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。

　
老
子
に
つ
い
て
司
馬
遷
が
力
説
し
て
い
る
の
は
、
老
子
が
孔
子
か
ら
み
て
捉
え
が

た
い
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
説
話
と
、
老
子
が
架
空
の
人
物
で
は
な
い
と
い
う
証
例

と
で
あ
る
。
韓
非
子
に
つ
い
て
専
ら
、
説
難
篇
の
引
用
と
説
難
を
知
る
韓
子
が
自
ら

脱
し
得
な
か
っ
た
悲
劇
に
筆
を
費
や
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
し
量
る
に
、
司

馬
遷
が
儒
教
以
外
の
思
想
に
大
き
く
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
と
、
韓
非
の
不
祥
に

深
い
同
情
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
と
が
考
え
ら
れ
る
。
後
者
は
む
ろ
ん
、
司
馬
遷
そ
の

人
の
境
遇
か
ら
、
さ
も
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
前
者
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
伯
夷
第
一
に
お
い
て
そ
の
高
潔
を
讃
嘆
し
な
が
ら
、
併
せ
て
許
由
・
†

随
・
務
光
を
挙
げ
、
孔
子
に
賞
揚
せ
ら
れ
た
も
の
以
外
に
も
仰
ぐ
べ
き
も
の
は
あ
る

と
言
い
、
管
曇
第
二
に
お
い
て
敢
え
て
孔
子
が
小
と
し
た
管
仲
を
論
じ
、
第
三
に

老
・
韓
に
及
ぶ
姿
勢
に
は
、
意
図
的
な
も
の
も
う
か
が
わ
れ
る
。
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（
2
2
）

（
2
3
）

　
老
子
の
『
術
」
は
、
先
に
『
心
術
」
と
訳
し
て
お
い
た
。
韓
子
で
あ
れ
ば
『
法

術
』
で
あ
る
。
老
子
は
自
ら
依
る
処
な
く
為
す
所
が
な
い
、
俗
に
言
え
ば
あ
な
た
ま

か
せ
で
あ
り
、
物
事
に
凝
滞
し
な
い
。
そ
の
こ
と
が
白
在
の
変
化
を
生
む
の
で
あ

る
。
そ
の
場
合
に
、
『
あ
な
た
ま
か
せ
」
の
『
あ
な
た
」
は
天
地
で
あ
り
宇
宙
で
あ

る
す
べ
て
で
あ
り
一
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
あ
な
た
」
を
人
間
の
実
生
活

の
体
系
の
中
に
持
ち
込
む
な
ら
、
処
理
す
べ
き
当
面
の
事
象
が
『
あ
な
た
」
で
あ
り

遊
説
者
の
仕
え
る
べ
き
人
君
が
『
あ
な
た
」
で
あ
る
。
白
己
の
主
体
性
に
こ
だ
わ
ら

な
け
れ
ば
、
白
己
の
判
断
を
出
来
る
だ
け
働
か
さ
な
い
た
め
に
、
定
め
た
法
に
則
る

の
が
よ
く
、
円
滑
に
能
率
よ
く
業
務
を
す
す
め
る
に
は
人
君
と
白
我
の
ぶ
つ
け
合
い

を
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
こ
の
世
に
身
を
処
す
る
方
途
が
術
で
あ
っ
て
、
そ

れ
が
深
遠
で
あ
れ
ば
老
子
の
心
術
で
あ
り
、
そ
れ
が
卑
近
で
あ
れ
ば
韓
非
の
法
術
と

な
る
。

　
儒
教
は
自
己
の
主
体
性
を
要
求
し
、
潔
癖
な
自
己
貫
徹
を
と
う
と
ぶ
。
従
っ
て
、

術
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
方
便
に
す
ぎ
な
い
。
儒
教
の
立
脚
地
に
身
を
置
い

て
頓
挫
し
た
司
馬
遷
が
、
術
の
学
統
に
深
い
興
味
を
持
ち
、
人
君
に
説
く
の
難
き
を

嘆
じ
た
韓
非
に
悲
し
み
を
寄
せ
な
が
ら
、
他
方
こ
れ
を
『
惨
徽
少
恩
」
と
評
し
去
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
司
馬
遷
そ
の
人
の
肉
声
を
聞
く
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
」

（
水
沢
『
史
記
」
、
七
六
－
七
頁
）
。

　
韓
非
の
刑
法
理
論
に
つ
い
て
は
、
長
尾
龍
一
「
韓
非
子
ノ
ー
ト
」
（
前
掲
書
所

収
）
、
冨
谷
至
『
韓
非
子
」
な
ど
参
照
。

　
例
え
ば
、
冨
谷
至
は
『
韓
非
子
」
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
韓
非

の
刑
罰
論
に
あ
っ
て
は
、
応
報
刑
思
想
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
認
め
ら
れ

な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
韓
非
の
み
な
ら
ず
、
以
後
の
中
国
の
刑
罰

思
想
に
お
い
て
、
そ
れ
が
韓
非
の
影
響
を
受
け
た
の
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
応
報
刑

思
想
は
希
薄
で
あ
っ
た
と
わ
た
し
は
見
て
い
る
。
刑
罰
の
目
的
は
、
威
嚇
・
予
防
で

あ
り
、
罪
と
罰
、
さ
ら
に
は
法
律
を
も
含
め
て
そ
れ
ら
は
畏
怖
し
回
避
す
べ
き
も
の

と
い
う
共
通
し
た
理
解
が
綿
々
と
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
」
（
一
八
七
頁
一
。
ま
た
、

「
韓
非
お
よ
び
法
家
の
刑
罰
論
、
そ
し
て
そ
れ
が
中
国
古
代
の
刑
罰
思
想
そ
の
も
の

だ
が
、
そ
こ
に
は
『
的
な
』
も
の
を
も
含
め
て
、
罪
刑
法
定
主
義
の
基
盤
は
微
塵
も

な
い
」
（
一
六
六
頁
）
。
尚
、
小
野
清
一
郎
は
、
磨
律
に
お
い
て
罪
刑
法
定
主
義
の
原

則
が
認
め
ら
れ
る
と
論
じ
て
い
る
。
「
唐
律
に
於
け
る
刑
法
総
則
的
規
定
」
（
前
掲
書

所
収
、
三
二
六
頁
）
。

（
2
4
）
　
田
中
耕
太
郎

『
法
家
の
法
実
証
主
義
』
、
六
六
頁
。


